
○ 検査方法
 レントゲンによる骨量検査（腰椎・大腿骨）
○ 受けられる期間
 令和６年２月２９日㈭まで
○ 検査できる医療機関
ひだか病院、健診センター・キタデ、
北裏病院、楠山整形外科

○ 費用　８００円

＊今年度６５歳になられる方には、個別に案内を送付しています。７０歳以上で過去に一度も接種を受けたことがない方は、
役場に申請していただくと、無料で接種することができます。

○ 今年度の接種対象者
65歳：昭和33年 4月2日 ～ 34年 4月1日生まれの方
70歳：昭和28年 4月2日 ～ 29年 4月1日生まれの方
75歳：昭和23年 4月2日 ～ 24年 4月1日生まれの方
80歳：昭和18年 4月2日 ～ 19年 4月1日生まれの方
85歳：昭和13年 4月2日 ～ 14年 4月1日生まれの方
90歳：昭和 8年 4月2日 ～ 9 年 4月1日生まれの方
95歳：昭和 3年 4月2日 ～ 4 年 4月1日生まれの方
100 歳：大正12年 4月2日 ～ 13年 4月1日生まれの方

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ
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お問合せ
□ 保健福祉課 ☎２２－９０４１ ／ ＦＡＸ ： ３２－７２６６
□ 中津地域振興課 ☎２３－９５０３ ／ ＦＡＸ ： ５４－０１２３
□ 美山地域振興課 ☎２３－９５０５ ／ ＦＡＸ ： ５６－０４４３

保健福祉課  ☎２２－９０４１ ／ 中津地域振興課  ☎２３－９５０３ ／ 美山地域振興課  ☎２３－９５０５お問合せ

骨粗鬆症は、長年の生活習慣などにより、骨が
スカスカになって骨折しやすくなる病気です。骨
粗鬆症は、閉経期以降の女性に多くみられますが、
若い人でも栄養や運動不足、薬剤の影響などで生
じることがあります。
節目年齢の女性は、骨粗鬆症検診の対象です。

いつまでも健康で生活できるように節目の年齢を
迎えたら、ぜひ検診を受診しましょう。

○ 肺炎球菌ワクチンについて
肺炎が原因で亡くなる方の９５％以上が６５歳以上
の方です。肺炎で一番多い病原菌は肺炎球菌です。
肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、肺炎の予防
や肺炎にかかっても重症化を防ぐことができます。

○ 接種期間
令和５年６月１日㈭～令和６年１月３１日㈬まで

○ 接種費用　無  料

○ 対象者　
40歳：昭和58年 4月1日 ～ 59年 3月31日 生まれの女性
45歳：昭和53年 4月1日 ～ 54年 3月31日 生まれの女性
50歳：昭和48年 4月1日 ～ 49年 3月31日 生まれの女性
55歳：昭和43年 4月1日 ～ 44年 3月31日 生まれの女性
60歳：昭和38年 4月1日 ～ 39年 3月31日 生まれの女性
65歳：昭和33年 4月1日 ～ 34年 3月31日 生まれの女性
70歳：昭和28年 4月1日 ～ 29年 3月31日 生まれの女性
（年齢は令和６年３月３１日時点）

受診を希望される方は、受診券を発行しますので、
下記連絡先まで連絡をお願いします。

保健福祉課  ☎２２－９０４１お問合せ

献血は皆様の尊い善意で成り立っています。
献血へのご理解とご協力をお願いいたします。

日　程 実 施 時 間 場　　所

令和5年
7月3日（月）

9：30～ 12：30 株式会社　駒場工務店

14：30～ 16：00 日高川町保健福祉
センター（美山）

献血の実施について

和歌山県後期高齢者医療広域連合  ☎０７３－４２８－６６８８お問合せ

５月下旬から６月上旬にかけ、ジェネリック医薬品を使用した場合、
１か月の自己負担額が２００円以上軽減される可能性がある方を対象に

ジェネリック医薬品使用促進のご案内を送付しています。
患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、
ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。
※ジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。
※かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。医師からの変更制限がなければ、ジェネリック医薬品への切り替えが可能です。

後期高齢者医療制度に加入されている皆様へ

住民課  ☎２２－1701お問合せ

令和５年度子育て世帯生活支援
特別給付金のご案内

① 令和４年度中に実施した子育て世帯生活支援特別
 給付金（前回の給付金）の支給対象者であった方
（申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受取
を拒否した方）

② 令和５年３月３１日時点で
１８歳未満の児童（障害児の場合､２０歳未満）を養育する
父母等であって、令和５年１月１日以降の収入が急変し、
住民税非課税相当の収入となった方
（※令和６年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。）

①または②に当てはまる方（※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）

※①は申請不要です。②については、申請が必要ですので住民課へお問合せください。

１. 支給対象者

▶給付金は、上記②以外は申請不要で受け取れます。
▶上記①の対象者には、６月中に令和４年度給付金を支給した
口座に振り込みます。

３. 支給の手続き

２. 支給額
児童１人当たり 一律５万円

［　 ご注意ください］
※給付金の支給を希望しない場合
は、受給拒否届出書を提出して
ください。
※令和４年度給付金の支給に当
たって指定していた口座を解約し
ているなど、給付金の支給に支
障が出る恐れがある場合は、振
込指定口座を変更するなどの手
続きをしてください。

「子育て世帯生活支援特別給付金｣の

“振り込め詐欺”や 
“個人情報の詐取”に
ご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・
市区町村や厚生労働省（の職員）
などをかたった不審な電話や郵便が
あった場合は、お住まいの市区町
村や最寄りの警察署、または警察
相談専用電話（#9110）にご連絡
ください。
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